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議 案 

 

 

 

 

そ の ４ 

 

 

 

 



議 案  

番 号  
件               名  備   考  

１２２  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市一般会

計歳入歳出決算）  
決算書は別冊  

１２３  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市温泉給

湯事業特別会計歳入歳出決算）  
 

１２４  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市浄化槽

事業特別会計歳入歳出決算）  
 

１２５  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市天辰第

一地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算）  
 

１２６  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市天辰第

二地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算）  
 

１２７  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市入来温

泉場地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算）  
 

１２８  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算）  
 

１２９  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市国民健

康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算）  
 

１３０  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算）  
 

１３１  
決算の認定について（令和６年度薩摩川内市後期高

齢者医療事業特別会計歳入歳出決算）  
 

１３２  

剰余金処分及び決算の認定について（令和６年度薩

摩川内市水道事業剰余金処分及び令和６年度薩摩川

内市水道事業会計決算）  

 

１３３  

剰余金処分及び決算の認定について（令和６年度薩

摩川内市簡易水道事業剰余金処分及び令和６年度薩

摩川内市簡易水道事業会計決算）  

 

１３４  

剰余金処分及び決算の認定について（令和６年度薩

摩川内市下水道事業剰余金処分及び令和６年度薩摩

川内市下水道事業会計決算）  

 

 



議案第１２２号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市一般会計歳

入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122－１ 



議案第１２３号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市温泉給湯事

業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123－１ 



議案第１２４号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市浄化槽事業

特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124－１ 



議案第１２５号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市天辰第一地

区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付

する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125－１ 



議案第１２６号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市天辰第二地

区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付

する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126－１ 



議案第１２７号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市入来温泉場

地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に

付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127－１ 



議案第１２８号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128－１ 



議案第１２９号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市国民健康保

険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付

する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129－１ 



議案第１３０号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130－１ 



議案第１３１号 

決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度薩摩川内市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、認定に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（決算） 

第２３３条 略 

２ 普通地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなけ

ればならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を

監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな

ければならない。 

４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131－１ 



議案第１３２号 

剰余金処分及び決算の認定について 

 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和６年度薩摩川内市水道事業

剰余金処分について議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定に

より、令和６年度薩摩川内市水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて、認定

に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号） 

（決算） 

第３０条 略 

２ 地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなければ

ならない。 

３ 略 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、

監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後にお

いて最初に招集される定例会である議会の認定・・・略・・・に付さなければ

ならない。 

５～９ 略 

（剰余金の処分等） 

第３２条 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度か

ら繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなけれ

ばならない。 

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の

定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 

３・４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

132－１ 



議案第１３３号 

剰余金処分及び決算の認定について 

 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和６年度薩摩川内市簡易水道

事業剰余金処分について議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規

定により、令和６年度薩摩川内市簡易水道事業会計決算を監査委員の意見を付け

て、認定に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号） 

（決算） 

第３０条 略 

２ 地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなければ

ならない。 

３ 略 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、

監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後にお

いて最初に招集される定例会である議会の認定・・・略・・・に付さなければ

ならない。 

５～９ 略 

（剰余金の処分等） 

第３２条 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度か

ら繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなけれ

ばならない。 

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の

定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 

３・４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

133－１ 



議案第１３４号 

剰余金処分及び決算の認定について 

 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和６年度薩摩川内市下水道事

業剰余金処分について議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定

により、令和６年度薩摩川内市下水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて、

認定に付する。 

 

令和 ７ 年 ９ 月２４日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

参  照  

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号） 

（決算） 

第３０条 略 

２ 地方公共団体の長は、決算・・・略・・・を監査委員の審査に付さなければ

ならない。 

３ 略 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、

監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後にお

いて最初に招集される定例会である議会の認定・・・略・・・に付さなければ

ならない。 

５～９ 略 

（剰余金の処分等） 

第３２条 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度か

ら繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなけれ

ばならない。 

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の

定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 

３・４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

134－１ 


